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小規模中継局等のブロードバンド等による代替の概要

 放送の将来像や放送制度の在り方を検討する総務省の有識者会議「デジタル時代における放送制度の在り方に関する
検討会」では、人口減少や視聴スタイルの変化等、放送を巡る環境が急速に変化する中において、引き続き良質な放送
コンテンツを全国の視聴者に届けるためには、放送ネットワークインフラに係るコスト負担の軽減を図っていくことが極
めて重要と指摘されたところ。

 その具体的方策の一つとして、小規模中継局やミニサテライト局、共聴施設のケーブルテレビや光ファイバ等のブロード
バンドによる代替について、令和４年２月より「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム」に
おいて検討し、同年８月に１次取りまとめ、令和５年１０月に２次取りまとめが示された。

 今後は、IPユニキャスト方式による代替に係る実証事業を実施しつつ、その品質・機能要件及び著作権等の権利処理の
諸課題について引き続き検討し、令和６年度までにIPユニキャスト方式による代替の可否について結論を得る予定。
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小規模中継局等のブロードバンドによる代替のイメージ
 小規模中継局等のIPユニキャスト方式による代替に係る全体構成・アーキテクチャのイメージは以下のとおり。
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代替例１：一般的な放送コンテンツのネット配信に近い形態

代替例２：放送波を受信し、配信用データを生成し、再送信する形態

放送局 回線収容局インターネット網 元放送エリア

IPユニキャストによるIP放送

代替前：既存の電波による放送

放送局 小規模中継局等 放送エリア

放送局 親局等 配信
サーバ

元放送エリア

※放送コンテンツの録画に代替する機能として、放送コンテンツの暗号化等含めた技術的
措置、見逃し配信機能又は回数が限定されたファイルダウンロード機能等を想定

※放送コンテンツの録画に代替する機能として、放送コンテンツの暗号化等含めた技術的
措置、見逃し配信機能又は回数が限定されたファイルダウンロード機能等を想定

IPユニキャストによる同時再送信放送

放送



（参考）代替元として検討対象となる放送ネットワークインフラの範囲
 地上テレビジョンの放送ネットワークインフラにおける受信の形態は、放送波の送信を行う基幹放送局から直接受信す

るもの、直接受信した放送を再放送するネットワーク（ケーブルテレビ施設、共聴施設）から受信するものがある。

 コスト負担軽減の観点から、ブロードバンド等による代替可能性を検討する代替元のネットワークとしては、
ミニサテライト局及び共聴施設のほか、必要に応じて一部の小規模中継局が主に想定される。
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親局 ミニサテライト局 共聴施設

全国局数 約200局 約1,400局 約7,300局 約3,300局

約15,000施設※２

（NHK共聴＋自主共聴）

約90施設※３

（自治体ケーブル）

うち、NHK分
（総合＋教育）

45局 472局 2,699局 1,183局 約5,300施設
（NHK共聴）

中継
光ファイバ等

小規模中継局

※２ 有線電気通信法に基づく届出数から推定。
※３ 地域情報通信基盤整備推進交付金（ICT交付金）を活用して地デジ難視聴対策を実施した自治体運営のもの。

大中規模中継局
（プラン局）

中継 中継

【基幹放送局の分類】
○親局： 放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であつて、基幹放送用周波数使用計画の表（注：第５表）に掲げる親局（放送法施行規則第103条第１号）。
○プラン局： 親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表（注：第５表）に掲げる中継局（放送法施行規則第103条第２号）。
○その他の中継局： 親局及びプラン局以外の基幹放送局（放送法施行規則第103条第３号）。「空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定めておくことが適

当でない次に掲げる中継局」として、「テレビジョン放送（地上系）を行う3Ｗ以下の中継局」が規定（基幹放送用周波数使用計画第１総則 ４（５））。
○ミニサテライト局： 「その他の中継局」のうち、空中線電力0.05W以下のもの（無線設備規則第十四条第二項及び別表第一号注二十一ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する地上基幹放送

局の送信設備及びその技術的条件）。

注 2021年10月時点（局数は、免許数でカウント）



小規模中継局等のブロードバンド代替に係る権利処理の著作権法上の解釈 4

１．代替例１（一般的な放送コンテンツのネット配信に近い形態）は、現行の著作権法に照らすと放送同時配信等
（同法第２条第１項９号の７）であると整理できる。放送番組における著作物、実演、レコード、放送又は有線放
送の利用の許諾が行われた場合には、当該許諾に際して別段の意思表示があった場合を除き、当該許諾には
放送同時配信の許諾を含むものと推定される（なお、許諾の推定規定の解釈に当たっては、「放送同時配信等
の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドライン」（令和３年８月25日策定）も参照すること。）。また、著作
隣接権（レコード・レコード実演や映像実演（２回目以降の放送同時配信））の権利処理については、許諾を得る
ことが困難な一定の場合に、補償金又は報酬の支払いを行うことによって放送同時配信等を行うことができる制
度が設けられている。ただし、上記の各制度にかかわらず利用者・権利者間では配信に関して別段の合意がさ
れている場合もあるため、実際の適用に当たってはサービス実態に即した利用者・権利者間の合意が必要とな
ると考えられる。

２．IPマルチキャスト・IPユニキャストの区別なく、現行の著作権法上、特定入力型自動公衆送信は「放送を受信し
て同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することに
より行う自動公衆送信」が該当する。また、BB代替の地域を放送対象地域内に限定した形であれば、代替例２
（放送波を受信し、配信用データを生成し、再送信する形態）は、地域限定特定入力型自動公衆送信に該当す
ると考えられる。この場合、実演及びレコードにつき、著作権法第102条第５項、第６項及び第７項の適用が可能
と考えられ、権利者の許諾なく地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。この場合、実演及びレ
コードの権利者に対して、補償金の支払いを行うことが必要である。ただし、上記の各制度にかかわらず利用
者・権利者間では配信に関して別段の合意がされている場合もあるため、実際の適用に当たってはサービス実
態に即した利用者・権利者間の合意が必要となると考えられる。

３．見逃し配信機能については放送同時配信等に該当する。また、特定入力型自動公衆送信に該当する場合に
おいては家庭内その他これに準ずる限られた範囲内による録画及びファイルダウンロードは私的使用のため
の複製に該当するため、著作権法第30条第１項により、無償での利用が可能である。

文化庁・総務省



（参考）第165回国会 参議院 文教科学委員会 第６号 平成18年12月14日 5

○井上哲士君 具体的に本年末に開始される予定ということは挙げられなかったわけですね。
そうであれば、二〇一一年の地デジの完全実施のために無理やり行うような、しかもこういう窮屈な日程でというの

は、私は大変疑問でありますし、実演家やレコード製作者の権利者も、集中管理事業を開始をして契約の円滑化に
も協力をしていると思います。
最後一点、条文の確認をしておきたいんですが、法律案では第百二条の三項に、ＩＰマルチキャストという用語で

はなくて、ここで言う自動公衆送信というのはインターネット送信も対象に入ってくるのではないかと。また、この条文
には同時にという文言がないわけですが、改正の目的である同時再送信以外の場合も権利制限の対象となるのかど
うか、これをお答えください。

○政府参考人（加茂川幸夫君） 先ほどもお答えをしたことでございますが、改めて整理して申し上げます。
今回の改正では、自動公衆送信による放送の同時再送信について、原放送の放送対象地域内に限って実演家

等の権利が制限されることになるわけでございます。通常のインターネット送信もこの自動公衆送信に含まれます。
そのため、これらの要件を満たせば制度上は権利制限の対象になり得るわけでございます。
ただ、先ほども御説明申しましたように、一般に個人が行うインターネット送信につきましては、現在の技術を前提と
する限り原放送の放送対象地域に限定して送信することは困難であると私どもは承知をいたしております。したがっ
て、事実上、インターネット送信が対象となることは現実的にはほとんどないと考えております。
また、同時性についても御質問があったわけでございますが、繰り返しで恐縮でございますが、条文上は、放送され
たものではなくて、放送されるものと規定をしておりまして、この表現によりまして、過去に放送されたものは含まれず、
同時再送信だけが権利制限の対象になると私どもは整理をしておりますし、この表現は現行の著作権法上の規定に
倣ったものでございます。



（参考）著作権法 関連条文 6

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一～七 （略）
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信（電気通信
設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（その構内が二以上の者の占有に
属している場合には、同一の者の占有に属する区域内）にあるものによる送信（プログラムの著作物の送信を除
く。）を除く。）を行うことをいう。

八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信
の送信をいう。

九 （略）
九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う
有線電気通信の送信をいう。

九の三 （略）
九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの（放送又は有線放送に該当す
るものを除く。）をいう。

九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置（公衆の用に供する電気通信回
線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分（以下この号において「公衆送
信用記録媒体」という。）に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置
をいう。以下同じ。）の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送
信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の
公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公
衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続（配線、自動公衆送信装置の始動、
送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のもの
をいう。）を行うこと。



（参考）著作権法 関連条文 7

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
九の六 特定入力型自動公衆送信 放送を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続して
いる自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信（当該自動公衆送信のために行う送信可
能化を含む。）をいう。

九の七 放送同時配信等 放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信（当該自動公衆送信のために行う送信
可能化を含む。以下この号において同じ。）のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの（著作権者、出
版権者若しくは著作隣接権者（以下「著作権者等」という。）の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国
民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動
公衆送信を除く。）をいう。
イ 放送番組の放送又は有線放送番組の有線放送が行われた日から一週間以内（当該放送番組又は有線放
送番組が同一の名称の下に一定の間隔で連続して放送され、又は有線放送されるものであつてその間隔が
一週間を超えるものである場合には、一月以内でその間隔に応じて文化庁長官が定める期間内）に行われる
もの（当該放送又は有線放送が行われるより前に行われるものを除く。）であること。

ロ 放送番組又は有線放送番組の内容を変更しないで行われるもの（著作権者等から当該自動公衆送信に係
る許諾が得られていない部分を表示しないことその他のやむを得ない事情により変更されたものを除く。）であ
ること。

ハ 当該自動公衆送信を受信して行う放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止
するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられているものであること。

九の八～二十五 （略）



（参考）著作権法 関連条文 8

第三十条 著作権の目的となつている著作物（以下この款において単に「著作物」という。）は、個人的に又は家庭
内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること（以下「私的使用」という。）を目的とするときは、次に
掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一～四 （略）

２～３ （略）

（学校教育番組の放送等）
第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の
定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限
定特定入力型自動公衆送信（特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域（放送法（昭
和二十五年法律第百三十二号）第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められて
いない放送にあつては、電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第十四条第三項第二号に規定する放送区
域をいう。）において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。）を行い、又は放送同時配信等
（放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限る。第三十八条第三項、第三十九条
並びに第四十条第二項及び第三項において同じ。）を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材
に掲載することができる。

（営利を目的としない上演等）
第三十八条 （略）
２ 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又
は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。

３～５ （略）



（参考）著作権法 関連条文 9

（著作物の利用の許諾）
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
２ 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用
することができる。

３ 利用権（第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。）
は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

４ 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又
は録画の許諾を含まないものとする。

５ 著作物の放送又は有線放送及び放送同時配信等について許諾（第一項の許諾をいう。以下この項において同
じ。）を行うことができる者が、特定放送事業者等（放送事業者又は有線放送事業者のうち、放送同時配信等を業
として行い、又はその者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等のために放
送番組若しくは有線放送番組を供給しており、かつ、その事実を周知するための措置として、文化庁長官が定め
る方法により、放送同時配信等が行われている放送番組又は有線放送番組の名称、その放送又は有線放送の時
間帯その他の放送同時配信等の実施状況に関する情報として文化庁長官が定める情報を公表しているものをい
う。以下この項において同じ。）に対し、当該特定放送事業者等の放送番組又は有線放送番組における著作物の
利用の許諾を行つた場合には、当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、当該許諾には当該著作
物の放送同時配信等（当該特定放送事業者等と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送番組又
は有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。）の許諾を含むものと推定する。

６ 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件（送信可能化の回
数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。）の範囲内において反復して又は他の自動公
衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
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（放送等のための固定物等による放送同時配信等）
第九十三条の三 第九十二条の二第一項に規定する権利（放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び第
九十四条の三第一項において同じ。）を有する者（以下「特定実演家」という。）が放送事業者に対し、その実演の
放送同時配信等（当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行
うものを含む。）の許諾を行つたときは、契約に別段の定めがない限り、当該許諾を得た実演（当該実演に係る第
九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁
長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受
け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされ
ているものを除く。）について、当該許諾に係る放送同時配信等のほか、次に掲げる放送同時配信等を行うことが
できる。
一 当該許諾を得た放送事業者が当該実演について第九十三条第一項の規定により作成した録音物又は録画
物を用いてする放送同時配信等

二 当該許諾を得た放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送事業者から当該許諾
に係る放送番組の供給を受けてする放送同時配信等

２ 前項の場合において、同項各号に掲げる放送同時配信等が行われたときは、当該放送事業者又は放送同時配
信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならな
い。

３～13 （略）
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（商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等）
第九十四条の三 放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、第九十一条第一項に規定する
権利を有する者の許諾を得て商業用レコード（送信可能化されたレコードを含む。次項、次条第一項、第九十六
条の三第一項及び第二項並びに第九十七条第一項及び第三項において同じ。）に録音されている実演（当該実
演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの
又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾
の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるも
のの公表がされているものを除く。）について放送同時配信等を行うことができる。

２ 前項の場合において、商業用レコードを用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有
線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特
定実演家に支払わなければならない。

３・４ （略）

（商業用レコードの放送同時配信等）
第九十六条の三 放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、商業用レコード（当該商業用レ
コードに係る前条に規定する権利（放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）につ
いて著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該商業用レコー
ドに係る同条に規定する権利を有する者の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるた
めの連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているもの
を除く。次項において同じ。）を用いて放送同時配信等を行うことができる。

２ 前項の場合において、商業用レコードを用いて放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者
又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該商業用レコードに係る前条に
規定する権利を有する者に支払わなければならない。

３・４ （略）
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（著作隣接権の制限）
第百二条 （略）
２～４ （略）
５ 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うこと
ができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる
場合は、この限りでない。

６ 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用が
ある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支
払わなければならない。

７ 前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項
中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。
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規定項目 規定内容 品質・機能要件 備考

対応デバイス テレビ スマートＴＶ向けアプリ ・STB、ドングル等の活用可能性や特定のOSに依
存しない形での実現可能性を検討

PC、スマホ ・PC、スマホなどでの視聴可能性について検討
（視聴ソフトウェア、アクセス制御方法等）

ネットワーク条件 ネットワーク制御 なし（ベストエフォート）

通信容量 6.0Mbps（1080p） 3.0Mbps（720p）
1.5Mbps（540p） 768kbps（360p）
384kbps（252p） 192kbps（180p）

伝送遅延 映像・音声・データの
伝送遅延

約30秒程度 ・低遅延配信技術(CMAF等)について検討

映像フォーマット 有効走査線数 1080 , 720 , 540 , 360 , 252 , 180
※ABR（アダプティブビットレート）を採用

音声フォーマット 最大入力音声チャンネル 5.1ch

映像・音声・字幕等
の同時性

緊急地震速報（文字スーパー
によるもの） 速やかに表示させることが望ましい ・低遅延プッシュ型配信（MTE等）について検討

著作権保護 コンテンツ保護機能 AES128bit相当の暗号化

地域限定性 サービス提供区域 サービス提供区域は、代替する小規模中継局
等の放送エリアに同じ

データ放送 提供機能 ・提供の在り方について検討

電子番組ガイド 提供機能 番組表の提供
番組表からのチャンネル切替え機能

・番組表と録画・ダウンロード番組や見逃し配信
番組とのリンク機能について検討

その他 録画 録画（ストリーミング動画の蓄積）の代替機能
として、ファイルダウンロード機能及び見逃し
配信機能

・録画（ストリーミング動画の蓄積）の実現可否
について検討

【出典】 第14回BB等代替作業チーム（令和５年７月７日）資料14-1「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム ２次取りまとめ（案）」の第３章 「仮置きした品質・
機能要件」の見直しを元に作成
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